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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャン画像に基づくデータを送信する送信機能を有する画像処理装置と携帯端末とを
少なくとも含むシステムであって、
　前記携帯端末は、
　前記送信機能の設定をユーザが指定する設定画面であって、前記送信機能の実行を、ユ
ーザが前記送信機能を実行するためのスタートキーを押下する操作を前記画像処理装置に
入力するまで待たせる第１の設定と、前記送信機能を実行するためのスタートキーを押下
する操作の入力を前記画像処理装置に待たせることなく前記送信機能を実行させる第２の
設定とのいずれかをユーザが指定することと、スキャン画像に基づくデータの宛先をユー
ザが指定することとが少なくとも可能な設定画面を表示する表示手段と、
　前記設定画面を介して指定された前記送信機能の設定情報を前記画像処理装置に送信す
る第１の送信手段と、を有し、
　前記画像処理装置は、
　操作部と、
　原稿を読み取る読取手段と、
　前記送信機能の前記設定情報を受信したことに少なくとも従って、当該設定情報に前記
第１の設定と前記第２の設定のいずれが含まれているか判断する判断手段と、
　前記設定情報を受信したこと、及び、前記判断手段によって前記第２の設定が含まれて
いると判断されたことに従って、前記受信した設定情報に基づく宛先に前記読取手段で原
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稿を読み取ることで得られたスキャン画像に基づくデータを送信し、
　前記設定情報を受信したこと、前記判断手段によって前記第１の設定が含まれていると
判断されたこと、及び、前記受信した設定情報を反映した前記送信機能の画面が前記操作
部上に表示された状態で前記操作部上に備えられた前記スタートキーを押下する操作を受
け付けたことに応じて、前記受信した設定情報に基づく宛先に前記読取手段で原稿を読み
取ることで得られたスキャン画像に基づくデータを送信するよう、前記スキャン画像に基
づくデータの送信を制御する制御手段と、
　を有することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記送信機能は、スキャン画像をＦＡＸ送信する機能であり、
　前記スキャン画像の宛先は、電話番号で指定される、ことを特徴とする請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記携帯端末の前記第１の送信手段は、ＮＦＣを用いて前記送信機能の設定情報を前記
画像処理装置に送信することを特徴とする請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記画像処理装置は、設定情報に基づいて、前記送信機能の設定を変更する変更手段を
更に有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　原稿をスキャンすることで得られるスキャン画像に基づくデータを送信する送信機能を
有する画像処理装置であって、
　操作部と、
　原稿を読み取る読取手段と、
　スキャン画像に基づくデータの宛先を少なくとも含む設定情報を携帯端末から受信する
受信手段と、
　前記受信した設定情報に含まれている情報に基づいて、前記送信機能の実行を、ユーザ
が前記送信機能を実行するためのスタートキーを押下する操作を前記画像処理装置に入力
するまで待つか、前記送信機能を実行するためのスタートキーを押下する操作の入力を待
たずに前記送信機能を実行するかを決定する決定手段と、
　前記設定情報を受信したこと、及び、前記決定手段によって前記スタートキーを押下す
る操作の入力を待たずに前記送信機能を実行すると決定したことに従って、前記受信した
設定情報に基づく宛先に前記読取手段で原稿を読み取ることで得られたスキャン画像に基
づくデータを送信し、
　前記設定情報を受信したこと、前記決定手段によって前記送信機能の実行を、ユーザが
前記スタートキーを押下する操作を前記画像処理装置に入力するまで待つと決定されたこ
と、及び、前記受信した設定情報を反映した前記送信機能の画面が前記操作部上に表示さ
れた状態で前記操作部上に備えられた前記スタートキーを押下する操作を受け付けたこと
に応じて、前記受信した設定情報に基づく宛先に前記読取手段で原稿を読み取ることで得
られたスキャン画像に基づくデータを送信するよう、前記スキャン画像に基づくデータの
送信を制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　前記設定情報に所定の属性が含まれている場合、前記送信機能を実行するためのスター
トキーを押下する操作の入力を待たずに前記送信機能を実行すると前記決定手段が決定し
、前記設定情報に前記所定の属性が含まれていない場合、前記送信機能の実行を、ユーザ
が前記操作部上に備えられた前記スタートキーを押下する操作を入力するまで待つと前記
決定手段が決定することを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。 
【請求項７】
　設定情報に基づいて、前記送信機能の設定を変更する変更手段、を更に有することを特
徴とする請求項５又は６に記載の画像処理装置。
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【請求項８】
　前記送信機能は、スキャン画像をＦＡＸ送信する機能であり、
　前記スキャン画像の宛先は、電話番号で指定される、ことを特徴とする請求項５乃至７
のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記受信手段は、ＮＦＣを用いて前記設定情報を前記携帯端末から受信することを特徴
とする請求項５乃至８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　スキャン画像に基づくデータを送信する送信機能を有する画像処理装置と携帯端末とを
少なくとも含むシステムにおいて実行される制御方法であって、
　前記携帯端末が、
　前記送信機能の設定をユーザが指定する設定画面であって、前記送信機能の実行を、ユ
ーザが前記送信機能を実行するためのスタートキーを押下する操作を前記画像処理装置に
入力するまで待たせる第１の設定と、前記送信機能を実行するためのスタートキーを押下
する操作の入力を前記画像処理装置に待たせることなく前記送信機能を実行させる第２の
設定とのいずれかをユーザが指定することと、スキャン画像に基づくデータの宛先をユー
ザが指定することとが少なくとも可能な設定画面を表示する表示工程と、
　前記設定画面を介して指定された前記送信機能の設定情報を前記画像処理装置に送信す
る第１の送信工程と、
　前記画像処理装置が、
　前記送信機能の前記設定情報を受信したことに少なくとも従って、当該設定情報に前記
第１の設定と前記第２の設定のいずれが含まれているか判断する判断工程と、
　前記設定情報を受信したこと、及び、前記判断工程において前記第２の設定が含まれて
いると判断されたことに従って、前記受信した設定情報に基づく宛先に読取手段で原稿を
読み取ることで得られたスキャン画像に基づくデータを送信し、
　前記設定情報を受信したこと、前記判断工程において前記第１の設定が含まれていると
判断されたこと、及び、前記受信した設定情報を反映した前記送信機能の画面が前記画像
処理装置の操作部上に表示された状態で前記操作部上に備えられた前記スタートキーを押
下する操作を受け付けたことに応じて、前記受信した設定情報に基づく宛先に前記読取手
段で原稿を読み取ることで得られたスキャン画像に基づくデータを送信するよう、前記ス
キャン画像に基づくデータの送信を制御する制御工程と、
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１１】
　前記送信機能は、スキャン画像をＦＡＸ送信する機能であり、
　前記スキャン画像の宛先は、電話番号で指定される、ことを特徴とする請求項１０に記
載の制御方法。
【請求項１２】
　前記送信機能の設定情報は、ＮＦＣを用いて前記画像処理装置に送信されることを特徴
とする請求項１０又は１１に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、システム、画像処理装置、および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、近距離無線通信機能の一つであるＮＦＣ（Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌｄ Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ）と呼ばれる技術が、スマートフォンやタブレットＰＣ等の携帯端末へ急速
に普及している。ＮＦＣの仕様には３つの機能が規定されている。１つ目は、リーダ／ラ
イタ機能であり、ＮＦＣカードやＮＦＣタグに対するデータのリード及びライトを実施で
きる。２つ目は、ピア・ツー・ピア機能であり、ＮＦＣを介して様々なデータの送受信が
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可能である。ユーザがＮＦＣ搭載の携帯端末を対象の電子機器に接触させる所作（以下、
タッチ）により、２つのＮＦＣ搭載機器間でデータの送受信を実行できる。また、携帯端
末はＮＦＣだけに限らずＷｉＦｉ，Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）など様々な近距離無
線通信機能を備えている。そのため、電子機器間でそれぞれの機能を生かして新たな価値
を見出す機器連携が盛んになっている。こうした特徴を生かしたものとして、携帯端末が
持つ画面の表示情報を、近距離無線通信を用いて画像形成装置に送信し、画像形成装置が
その表示情報に対応付けられた操作を実行するという機器の連携技術が知られている（例
えば、特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１９９６４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年のビジネススタイルでは、固定の席を持たないアドレスフリーのオフィス環境や、
自分のオフィス内に留まらず移動先で仕事をする等といったことが多い。また、そのよう
なビジネススタイルで働く人ほどスマートフォンやタブレットＰＣなどの高機能な移動体
通信端末を使用している傾向がある。従って、固定的に設置された画像形成装置だけでな
く、様々な場所で画像形成装置を使うことが想定される。そのため、従来のような表示情
報と動作履歴を参照して、対応付けられた操作を決定する方法では、そのユーザの動作履
歴が残されている画像形成装置を使用する必要がある。従って、どの画像形成装置でも、
上述のような操作を行うことができるものではないため、ユーザが求める利便性を満たせ
ない。
【０００５】
　本発明の目的は、携帯端末を保持するユーザの用途に応じて、画像形成装置の送信機能
の動作を適切に制御することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係るシステムは以下のような構成を備える
。即ち、
　スキャン画像に基づくデータを送信する送信機能を有する画像処理装置と携帯端末とを
少なくとも含むシステムであって、
　前記携帯端末は、
　前記送信機能の設定をユーザが指定する設定画面であって、前記送信機能の実行を、ユ
ーザが前記送信機能を実行するためのスタートキーを押下する操作を前記画像処理装置に
入力するまで待たせる第１の設定と、前記送信機能を実行するためのスタートキーを押下
する操作の入力を前記画像処理装置に待たせることなく前記送信機能を実行させる第２の
設定とのいずれかをユーザが指定することと、スキャン画像に基づくデータの宛先をユー
ザが指定することとが少なくとも可能な設定画面を表示する表示手段と、
　前記設定画面を介して指定された前記送信機能の設定情報を前記画像処理装置に送信す
る第１の送信手段と、を有し、
　前記画像処理装置は、
　操作部と、
　原稿を読み取る読取手段と、
　前記送信機能の前記設定情報を受信したことに少なくとも従って、当該設定情報に前記
第１の設定と前記第２の設定のいずれが含まれているか判断する判断手段と、
　前記設定情報を受信したこと、及び、前記判断手段によって前記第２の設定が含まれて
いると判断されたことに従って、前記受信した設定情報に基づく宛先に前記読取手段で原
稿を読み取ることで得られたスキャン画像に基づくデータを送信し、
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　前記設定情報を受信したこと、前記判断手段によって前記第１の設定が含まれていると
判断されたこと、及び、前記受信した設定情報を反映した前記送信機能の画面が前記操作
部上に表示された状態で前記操作部上に備えられた前記スタートキーを押下する操作を受
け付けたことに応じて、前記受信した設定情報に基づく宛先に前記読取手段で原稿を読み
取ることで得られたスキャン画像に基づくデータを送信するよう、前記スキャン画像に基
づくデータの送信を制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、携帯端末を保持するユーザの用途に応じて、画像形成装置の送信機能
の動作を適切に制御できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態１に係る画像形成システムの概略図。
【図２】実施形態１に係る携帯端末のハードウェア構成を示すブロック図。
【図３】実施形態１に係る画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図。
【図４】本実施形態１に係る携帯端末と画像形成装置とが非接触無線通信を行って通信を
確立する手順を説明するシーケンス図。
【図５】実施形態１に係る携帯端末が実行する画像形成装置連携アプリによる処理を説明
するフローチャート。
【図６】実施形態１に係る携帯端末の表示部に表示される画像形成装置連携アプリの画面
例を示す図。
【図７】実施形態１に係る携帯端末が非接触無線通信によってジョブの設定情報を画像形
成装置に送信する処理を説明するフローチャート。
【図８】実施形態１に係る画像形成装置が非接触無線通信を確立してジョブの設定情報を
受信し、その設定情報に従ってジョブを実行する処理を説明するフローチャート。
【図９】図８において、設定情報情報の機能属性がコピーであると判定したときの処理を
説明するフローチャート。
【図１０】図８において、ジョブの設定情報の機能属性がスキャン送信である場合の処理
を説明するフローチャート。
【図１１】図８において、ジョブ設定情報の機能属性がファックス送信である場合の処理
を示すフローチャート。
【図１２】本実施形態２に係る携帯端末と画像形成装置とが非接触無線通信を行って通信
を確立し、更にハンドオーバーと呼ばれる別の無線通信経路に切り替える処理を行う一連
の手順を説明するシーケンス図。
【図１３】実施形態２に係る携帯端末が非接触無線通信によってＩＰアドレスとセキュリ
ティキーを取得した後、近距離無線通信に切り替えてジョブ設定情報を送信する処理を説
明するフローチャート。
【図１４】実施形態２に係る画像形成装置が非接触無線通信を確立してジョブの設定情報
を受信し、そのジョブを実行する処理を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は
特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態１に係る画像形成システムの概略図である。
【００１２】
　本実施形態１に係るシステムは、携帯端末１０と画像形成装置２０を備えている。携帯
端末１０は、近距離無線通信部１１と、近距離無線通信部１１より近い距離で通信する非
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接触無線通信部１２とを有している。画像形成装置２０もまた近距離無線通信部２１と、
近距離無線通信部２１より近い距離で通信する非接触無線通信部２２とを有している。
【００１３】
　携帯端末１０は、スマートフォン等の携帯電話、タブレット型パソコン、ノート型パソ
コン、ＰＤＡ等である。携帯端末１０のコントローラ１００は、近距離無線通信部１１、
非接触無線通信部１２、ＵＩ部１３と電気的に接続されており、それぞれの制御を司る。
画像形成装置２０は、複数の機能を備えるＭＦＰ（Multi-Function Peripheral）である
。画像形成装置２０のコントローラ２００は、近距離無線通信部２１、非接触無線通信部
２２、スキャナ部２３、プリンタ部２４、ＵＩ部２５と電気的に接続されており、それぞ
れの制御を司る。それぞれの機能の詳細は図２及び図３のハードウェア構成を示すブロッ
ク図を参照して説明する。
【００１４】
　尚、本実施形態では、近距離無線通信は、例えばＷｉ－ＦｉやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）等の通信規格に基づく無線通信を示す。また非接触無線通信は、ＮＦＣカードや
ＮＦＣタグ、Ｆｅｌｉｃａ，ＭＩＦＡＲＥ等による、近距離無線通信よりも短い距離での
無線通信を示している。非接触無線通信手段を備える２つの機器同士を近接或いは接触さ
せることにより、非接触無線通信での通信が行われる。
【００１５】
　図２は、実施形態１に係る携帯端末１０のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００１６】
　携帯端末１０は、コントローラ１００、ＵＩ部１３に属する表示部１０６、タッチパネ
ル１０８、キー１０９、近距離無線通信部１１、非接触無線通信部１２などを有し、これ
ら各部がそれぞれ連動して携帯端末機器１０の機能を実現している。コントローラ１００
のＣＰＵ１０１は、この携帯端末１０全体の動作を制御する中央演算ユニットで、システ
ムバス１１６を介して各部と接続されている。ＲＡＭ１０２は、ＣＰＵ１０１が動作する
ときのワークメモリを提供しており、ＣＰＵ１０１の演算データや各種プログラムを記憶
する。ＲＯＭ１０３は、携帯端末１０のＣＰＵ１０１が実行するプログラムなどの、画像
形成装置２０と連携して動作する連携アプリケーションを格納している。記憶部１０４は
、サイズの大きなプログラムやデータ等を保存するための不揮発の二次記憶部で、例えば
、ＳＤカードやＳＳＤなどの規格のメモリデバイスであり、もしくはＲＯＭ１０３の領域
の一部である構成でもよい。ここに保存しているサイズの大きなプログラムやデータはＲ
ＡＭ１０２に展開して使用される。表示部１０６は、表示コントローラ１０５の制御の下
で各種表示を行い、タッチパネル１０８及びキー１０９は操作部コントローラ１０７によ
り制御され、それぞれ連動して操作可能に構成されている。ユーザは、このＵＩ部１３を
操作することで、後述する処理を実行できる。
【００１７】
　近距離無線コントローラ１１０は近距離無通信部１１に含まれ、画像形成装置１０等の
外部装置と近距離の無線通信を行う。例えば、Ｗｉ－ＦｉやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）で通信を行う無線通信規格のインターフェースである。通信部１１２は、近距離無線
通信部１１や非接触部線通信部１２とは別経路で通信を行う。例えば、ＵＳＢや独自規格
の通信インターフェースである。外付けの入力インターフェース機器をこれらの近距離無
線コントローラ１１０や通信部１１２に接続して、ＵＩ部１３の入出力機能を補うような
構成とすることも可能である。通話部１１３は、不図示のマイクやスピーカと接続され、
公衆回線に接続し電話として動作するように構成されている。非接触無線コントローラ１
１４は非接触無線通信部１２に含まれ、近距離無線通信部１１より近い距離での通信を行
う。例えば、ＮＦＣ（リーダ／ライタ、タグ）等のように、相手機器にタッチすることで
通信を実行する規格のインターフェースである。非接触無線通信部１２は、画像形成装置
２０にログインするためのユーザの認証データやＩＰアドレスの送受信や、本実施形態１
に係る画像形成装置２０に実行させる機能の設定情報などの通信を行う。
【００１８】
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　図３は、実施形態１に係る画像形成装置２０のハードウェア構成を示すブロック図であ
る。また説明の便宜上、一部外部環境の構成も記載する。
【００１９】
　画像形成装置２０は、コントローラ２００、プリンタ部２３、スキャナ部２４、ＵＩ部
２５、近距離無線通信部２１、非接触無線通信部２２などを有し、これら各部がそれぞれ
連動し、印刷、スキャン、コピー、ＦＡＸなどの機能を実現している。
【００２０】
　コントローラ２００のＣＰＵ２０１は画像形成装置２０全体を制御する中央演算ユニッ
トで、システムバス２１５を介して各部と接続されている。ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０
１が処理を実行するときのワークメモリを提供しており、ＣＰＵ２０１の演算データや各
種プログラムを記憶する。またＲＡＭ２０２は、印刷時等に画像処理部２０５で種々の画
像処理を施された画像データを保持する画像メモリとしても利用される。ＲＯＭ２０３は
画像形成装置２０のＣＰＵ２０１が実行するプログラムや設定データ等を格納している。
記憶部２０４は、サイズの大きなプログラムやデータを保存するための不揮発の二次記憶
装置であり、ここに保存しているサイズの大きなプログラムやデータはＲＡＭ２０２に展
開して使用される。記憶部２０４は、例えば、ＨＤＤやＳＳＤなどの規格のメモリデバイ
スであり、もしくはＲＯＭ２０３の領域の一部である構成でもよい。
【００２１】
　スキャナ部２４は原稿を読み取って、その画像データを出力する。プリンタ部２３は、
印刷データに従って用紙へ画像を印刷する。ＵＩ部２５は、各種設定操作、及びアラーム
等の表示を受け持つ。スキャナ部２４は、原稿の有無を検知する原稿検知センサ２０８を
含んでいる。原稿検知センサ２０８は、圧板部（原稿台スキャナ部）とＡＤＦ部（自動原
稿給紙部）にそれぞれ備わっている。圧板部の場合、原稿台ガラス上に原稿が置かれると
、それを検知してスキャナ部２４へ通知する。ＡＤＦ部の場合、フィーダに原稿が置かれ
ると、それを検知してスキャナ部２４へ通知する。スキャナ部２４は、スキャナＩ／Ｆ２
０７を介してコントローラ２００からの指示を受け取ると、その指示に従って原稿を光学
的に読み取り、その原稿の画像を画像データに変換してコントローラ２００に送信する。
またプリンタ部２３は、エンジンＩ／Ｆ２０６を介してコントローラ２００から印刷デー
タを受信すると、シートの給紙を開始し、その給紙したシートに印刷データに従って画像
を印刷し、その印刷したシートを排紙する。ＵＩ部２５は操作部コントローラ２１０を介
してコントローラ２００と通信を行う。尚、操作部コントローラ２１０は、ＵＩ部２５に
持つ構成でも良い。外部との通信は、各ネットワークＩ／Ｆ２１３やＦＡＸＩ／Ｆ２１４
を介して行う。
【００２２】
　近距離無線コントローラ２０９は近距離無線通信部２１に含まれ、携帯端末等の外部装
置と近距離での無線通信を行う。例えば、Ｗｉ－ＦｉやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
で通信を行う無線通信規格のインターフェースである。非接触無線コントローラ２１１は
非接触無線通信部２２に含まれ、近距離無線通信２１より近い距離での通信を行う。例え
ば、ＮＦＣ（リーダ／ライタ、タグ）などのように、対象機器にタッチをすることで通信
を実行する規格のインターフェースである。ＵＳＢＩ／Ｆ２１２はＵＳＢコネクタを介し
、不図示のパソコンなどの情報機器（以下、ＰＣ）とローカル接続してＵＳＢ通信を行う
。ネットワークＩ／Ｆ２１３は、ＬＡＮＩ／Ｆコネクタを介してＬＡＮ２６に接続し、通
信先のＰＣ等とＬＡＮ２６を介した通信を行う。ＬＡＮ２６には不図示の無線ＬＡＮアク
セスポイントとも接続されており、このアクセスポイントを介して近距離無線通信部２１
により携帯端末１０やＰＣと通信を行う。ＦＡＸＩ／Ｆ２１４はモジュラージャックを介
して公衆回線網２７に接続され、通信先のＦＡＸ装置とファクシミリ送受信を行う。
【００２３】
　図４は、本実施形態１に係る携帯端末１０と画像形成装置２０とが非接触無線通信を行
って通信を確立する手順を説明するシーケンス図である。ここでは、全ての実施形態を通
して、非接触無線通信としてＮＦＣを使用した通信の例を示す。ＮＦＣは、１３．５６Ｍ
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Ｈｚの電磁波を利用した近距離無線通信規格で、既存の非接触ＩＣカードとの相互接続を
維持しつつ、機器間の双方向通信を可能にしたものである。
【００２４】
　ユーザが携帯端末１０を画像形成装置２０の非接触無線通信部２２に近づけると接続を
開始する。ここで、携帯端末１０の非接触無線通信部１２と画像形成装置２０の非接触無
線通信部２２とが共にＮＦＣリーダ／ライタである場合、コマンドを送信できるＰｏｌｌ
モードとコマンドを受信できるＬｉｓｔｅｎモードを、任意の間隔で交互に繰り返す。こ
うして２つのデバイス間で、一方がＰｏｌｌモード、他方がＬｉｓｔｅｎモードとなった
場合に通信が成立する。本実施形態１では、携帯端末１０でアプリケーションが起動して
いない状態でも画像形成装置２０で実施する機能の設定を行うことを想定している。この
ため本実施形態１では、携帯端末１０がＬｉｓｔｅｎモード、画像形成装置２０がＰｏｌ
ｌモードで動作したときのＮＦＣ接続の例で説明する。接続のタイミングによっては逆に
なることもあるが、接続後は同様であるので説明は省略する。また、コストを抑えたロー
エンドの画像形成装置２０の場合、非接触無線通信部２２がＮＦＣリーダ／ライタでなく
ＮＦＣタグで置き換えられる。このときの説明は実施形態２で行う。
【００２５】
　まずＳ４０１で、画像形成装置２０の非接触無線通信部２２が、Ｐｏｌｌｉｎｇコマン
ドを携帯端末１０の非接触無線通信部１２に送信する。次にＳ４０２で、携帯端末１０の
非接触無線通信部１２が、ＴｙｐｅＡ，ＴｙｐｅＢ，Ｆｅｌｉｃａの無線インターフェー
スに相当する仕様であるテクノロジの応答をする。こうしてＳ４０３でＮＦＣの通信が確
立する。ここまでが、ＮＦＣ接続の基本的な流れである。ここまでの実装でも良いが、以
降は画像形成装置２０に標準的となっている認証機能も交えて説明を進める。
【００２６】
　次にＳ４０４で携帯端末１０の非接触無線通信部１２は、画像形成装置２０にログイン
するための認証データを送信する。このとき、認証データと共に、後述するジョブの設定
情報も同時に送付する構成でも良い。この認証データは、携帯端末１０の固有のＭＡＣア
ドレスやＮＦＣ専用の記憶領域に保存されたＩＤ等を含む。この認証データを受信した画
像形成装置２０のＣＰＵ２０１は、認証を行うために、認証データを不図示の管理サーバ
に送信する。もしくは、画像形成装置２０の機器内でローカルに認証を行う際には、認証
データを受信してＲＡＭ２０２に一時保管する。外部の管理サーバで認証を行う際には、
外部の不図示の管理サーバで管理されているユーザデータと送信された認証データとの照
合を行う。また同様に、画像形成装置１０で認証を行う際にも、ＲＯＭ２０３や記憶部２
０４に格納された管理データに基づき認証プログラムにより、ＲＡＭ２０２に保管された
認証データとの照合を行う（Ｓ４０５）。ここで、認証に失敗した場合は、画像形成装置
２０が持つＵＩ部２５に認証エラーであることを通知する表示を出す。ここまでが認証完
了までのステップである。
【００２７】
　図５は、実施形態１に係る携帯端末１０が実行する画像形成装置連携アプリによる処理
を説明するフローチャートである。このフローチャートで示す処理は、携帯端末１０のコ
ントローラ１００のＲＯＭ１０３もしくは記憶部１０４に格納されたプログラムをＲＡＭ
１０２に展開した後、ＣＰＵ１０１がそのプログラムを実行することで実現される。本実
施形態１では、ここで実行されるアプリケーションを画像形成装置連携アプリと呼ぶ。
【００２８】
　また図６は、実施形態１に係る携帯端末１０の表示部１０６に表示される画像形成装置
連携アプリの画面例を示す図である。
【００２９】
　まずＳ５０１でＣＰＵ１０１は、画像形成装置連携アプリを起動する。画像形成装置連
携アプリが起動したらＣＰＵ１０１は、ユーザに機種の選択を行わせる。このとき、アプ
リ上で機種を選択することで自動的に設定できない項目についてはマスクされる。これは
機種によって設定できる項目が限られるためである。その後、ユーザが選択した機種の設
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定したい機能の選択を行わせる。そのときの画面表示を図６（Ａ）に示す。
【００３０】
　図６（Ａ）では、ＭＦＰの機種の中から「000-Model」が選択された状態を示している
。また選択するメニューとして、「コピー」「ＦＡＸ」「スキャン送信」等が表示されて
いる。
【００３１】
　図６（Ｂ）～（Ｄ）のそれぞれは、図６（Ａ）の画面でコピー機能、スキャン送信、Ｆ
ＡＸ送信を選択したときの詳細設定画面例を示す。
【００３２】
　例えば、図６（Ｂ）のコピー設定の画面で、ユーザがモノクロ（ＢＷ）、倍率、用紙サ
イズ、濃度、レイアウト、部数をセットして「タッチして設定」或いは「タッチして実行
」を押すと、これら設定情報の設定が完了する。
【００３３】
　Ｓ５０２でＣＰＵ１０１は、ユーザがジョブの設定を完了したかを判定し、そうでない
ときはＳ５０６に進み、ジョブの設定を完了したときはＳ５０３に進む。Ｓ５０３でＣＰ
Ｕ１０１は、ジョブ設定情報を作成する。ここで作成されるジョブの設定情報は、画像形
成装置２０が受信した際に判定できる方式で、以下のように作成される。まず、機種の種
別の属性が付けられる。続いて、例えばコピーが選択されたときは、色（モノクロ／カラ
ー）、倍率、用紙、濃度、レイアウト、部数が指定される。
【００３４】
　また図６（Ｃ）示すように、スキャン送信が選択されたときは、送信方式、プロトコル
（メール形式、Ｉ－ＦＡＸ形式、ファイル送信形式、ストレージへの保存形式）、ホスト
名、ファイルパス、ユーザ名等が設定される。
【００３５】
　また図６（Ｄ）のファックス機能が選択されたときは、解像度、濃度、レイアウト、宛
先のＴＥＬ番号等が設定される。また、一回のデータ送信で画像形成装置２０を使用する
ための認証も済ませるため、携帯端末１０の固有のＩＤ情報（識別情報）も一緒に包括さ
れて作成される。また、ファイル送信時の宛先がＷＥＢＤＡＶやＳＭＢプロトコルで公開
されたサーバの場合は、それらにアクセスするためのログイン情報（ＩＤ、パスワード或
いはＡｕｔｈｏｒｉｚｅ情報）も含む。
【００３６】
　更に、図６（Ｂ）～（Ｄ）の「タッチして実行」は、ジョブの設定情報の送信が完了し
た際に、画像形成装置２０がその設定情報に基づいて、直ちにその機能を実行するように
指示するためのソフトキーである。また「タッチして設定」は、画像形成装置２０に設定
情報だけを送付してユーザが最後に画像形成装置２０で操作して実行させるためのソフト
キーである。これら情報を、１つのジョブの設定情報として作成する。「プリセット」は
、予めプリセットされた設定情報がある場合は、その設定情報を呼び出すものである。プ
リセットされた設定情報は、携帯端末１０のＲＯＭ１０３もしくは記憶部１０４に保存さ
れている。また、別の機種の設定をまた別の機種の設定にインポートするなどの構成も考
えられる。
【００３７】
　こうしてＳ５０３でジョブの設定情報の作成が完了するとＳ５０４に進みＣＰＵ１０１
は、これから保存するジョブの設定情報と同じ機種のジョブの設定情報が既に保存されて
いるかどうかを判定する。ここでジョブの設定情報が格納される場所は、画像形成装置２
０と非接触通信が確立した際に読み出される専用の記憶領域である。ジョブの設定情報が
保存されている記憶領域は、例えば携帯端末１０のＲＯＭ１０３もしくは記憶部１０４、
また非接触無線コントローラ１１４が持つＲＯＭ領域である。
【００３８】
　Ｓ５０４でＣＰＵ１０１が、ジョブの設定情報が格納される記憶領域に同じ機種のジョ
ブの設定情報があると判定するとＳ５０５に進み、同じ機種のジョブ設定情報を、Ｓ５０
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３で作成された設定情報で上書きして保存する。これは画像形成装置２０に携帯端末１０
をタッチしてジョブの設定を実行した際に、所望のジョブを１つだけ実行させるためであ
る。その後、Ｓ５０６に進みＣＰＵ１０１は、画像形成装置連携アプリの終了が指示され
たかどうかを判定し、終了が指示されるとジョブ設定情報を保存するフローを終了する。
ここで終了指示がなく、続けて設定情報を設定する場合はＳ５０２に進み、引き続き設定
画面からジョブの設定選択を開始する。
【００３９】
　一方、Ｓ５０４でＣＰＵ１０１が、ジョブの設定情報が格納される記憶領域に同じ機種
のジョブの設定情報がないと判定するとＳ５０７に進み、ＣＰＵ１０１は、ジョブの設定
情報を保存すると記憶領域の容量がオーバーするかどうかを判定する。非接触通信では、
タッチのように、体感的に一瞬で通信が完了するため、あまり大きなデータは扱えない。
そのためにデータ容量のチェックを行う。容量の閾値に関しては、通信速度や記憶装置の
容量にもよるため実装上任意に決定してよい。Ｓ５０７でＣＰＵ１０１が、新規のジョブ
の設定情報を保存しても記憶領域の容量が問題ないと判定するとＳ５０８に進み、ＣＰＵ
１０１は、画像形成装置の機種に応じて設定情報を並列に保存してＳ５０６に進む。これ
は、後述する画像形成装置２０との非接触通信が確立した際に、複数の機種の設定情報を
同時に送信するためである。これにより画像形成装置連携アプリを実行していない状態で
も、様々な機種の画像形成装置２０で、予め設定したジョブ設定にタッチするだけで、そ
の設定情報に従って設定を行うことができるようになる。
【００４０】
　またＳ５０７でＣＰＵ１０１が、新規のジョブの設定情報を保存すると記憶領域の容量
がオーバーすると判定するとＳ５０９に進み、ＣＰＵ１０１は、ユーザにジョブの設定情
報を編集し直すように通知する画面を表示する。それを受けたユーザは、再度ジョブの設
定情報を設定する画面に戻り、設定情報の削除や設定の再入力を行う。
【００４１】
　図７は、実施形態１に係る携帯端末１０が非接触無線通信によってジョブの設定情報を
画像形成装置２０に送信する処理を説明するフローチャートである。このフローチャート
で示す処理は、携帯端末１０のＲＯＭ１０３もしくは記憶部１０４に格納されたプログラ
ムをＲＡＭ１０２に展開した後に、ＣＰＵ１０１がそのプログラムを実行することにより
実現される。
【００４２】
　まずＳ７０１でＣＰＵ１０１は、携帯端末１０が非接触無線をサポートしている画像形
成装置装置に近づけられたかどうか、即ち、画像形成装置にタッチされたかどうかを判定
する。近づけられたと判定するとＳ７０２に進みＣＰＵ１０１は、その画像形成装置と非
接触無線通信を行う。本実施形態１では非接触無線通信はＮＦＣ通信であるとする。この
ＮＦＣ通信の確立は図４で説明した通りで、図４のＳ４０３或いはＳ４０５までの処理が
終了したことでＳ７０２の処理に進む。Ｓ７０２でＣＰＵ１０１は、画像形成装置２０か
らのデータリクエストがあるかどうかを判定し、あればＳ７０３に処理を進める。一方、
画像形成装置２０からのデータリクエストでないときはＳ７０４に進み、相手の機器に対
応したＮＦＣ通信を実行するが、ここではその説明を省略する。
【００４３】
　Ｓ７０３では、画像形成装置２０とのＮＦＣ通信が確立した後、画像形成装置２０から
データリクエストがあり、それを受けたＣＰＵ１０１は、前述の記憶領域に図５の手順で
保存したジョブの設定情報があるかどうかを判定する。Ｓ７０３でＣＰＵ１０１が、記憶
領域にジョブの設定情報があると判定するとＳ０５に進み、ＣＰＵ１０１は、その記憶領
域に格納されているジョブの設定情報を、非接触無線通信部１２を介して画像形成装置２
０に送信する。その後、Ｓ７０６に進みＣＰＵ１０１は、ＮＦＣ通信の終了処理を行って
、この処理を終了する。またＳ７０３でＣＰＵ１０１が、記憶領域にジョブの設定情報が
ないと判定するとＳ７０６に進み、ＮＦＣ通信の終了処理を行って、この処理を終了する
。
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【００４４】
　以上の処理により、携帯端末１０に、例えばコピーやスキャンして送信、ＦＡＸ等の設
定情報を事前に登録しておき、その携帯端末を、対象機器である画像形成装置に近づける
だけで、その登録している設定情報を画像形成装置に送信して設定できる。これにより、
ユーザは、様々な場所で画像形成装置を使用する際に、簡単にそのユーザが所望する設定
情報を画像形成装置に設定して使用することができる。
【００４５】
　また画像形成装置連携アプリでは、ユーザが携帯端末を誤って対象機器以外にタッチし
ても、その設定情報がセットされないように、対象機器以外には設定情報を送信しないよ
うにする。そのためには、対象機器以外の画像形成装置と非接触無線通信が確立した場合
には、設定情報が保存された記憶領域にアクセスできない構成とする。尚、対象機器であ
るかどうかは、例えば、図６（Ａ）に示すような、機種の型名（モデル名）と一致するか
どうかで判定しても良い。
【００４６】
　図８～図１１は、実施形態１に係る画像形成装置２０が非接触無線通信を確立してジョ
ブの設定情報を受信し、その設定情報に従ってジョブを実行する処理を説明するフローチ
ャートである。これらフローチャートで示す処理は、画像形成装置２０のコントローラ２
００のＲＯＭ２０３もしくは記憶部２０４に格納されたプログラムをＲＡＭ２０２に展開
した後で、ＣＰＵ２０１がそのプログラムを実行することにより実現される。ここでも携
帯端末１０の処理の説明と同様に、非接触無線通信はＮＦＣ通信であるとする。ＮＦＣ通
信の確立は図４で説明した通りである。
【００４７】
　まずＳ８０１でＣＰＵ２０１は、携帯端末１０との間で非接触無線通信を確立したかど
うかを判定する。ここでは前述の図４のＳ４０３の状態になると次のＳ８０２に進む。Ｓ
８０２でＣＰＵ２０１は、画像形成装置２０が図４のＳ４０４と同様に、携帯端末２０が
タッチされることで送信されたデータを受信する。ここでは非接触無線通信部２２と非接
触無線コントローラ２１１を介して、携帯端末１０から送信されるデータを受信してＲＡ
Ｍ２０２に格納する。次にＳ８０３に進みＣＰＵ２０１が、データの受信が完了するとＮ
ＦＣ通信の終了処理を行い、ＮＦＣ接続を非活性化させる。次にＳ８０４に進みＣＰＵ２
０１は、図４のＳ４０５と同様に認証処理を行う。この認証に関する処理は図４の説明を
参照して省略する。Ｓ８０４でＣＰＵ２０１は、画像形成装置２０を使用できるユーザか
どうかの認証に失敗するとＳ８０５に進み、ＵＩ部２５に、ユーザは使用権限なしである
ことを示すエラーを表示して、この処理を終了する。このエラー表示については、ＬＥＤ
によるエラーランプの点灯やＵＩ部２５の表示器へのエラーコードもしくはエラー内容の
メッセージ表示等、構成の取り方によって限定されない。
【００４８】
　一方、Ｓ８０４でＣＰＵ２０１は、画像形成装置２０を使用可能なユーザであるとの認
証に成功したと判定するとＳ８０６に進み、受信したデータが、この画像形成装置２０に
対応するジョブの設定情報であるかどうかを判定する。Ｓ８０６でＣＰＵ２０１が、受信
したジョブの設定情報が非対応と判定したときはＳ８０７に進み、ＵＩ部２５にデータが
非対応であることを示すエラーを表示して、この処理を終了する。エラー表示については
、ＬＥＤによるエラーランプの点灯やＵＩ部２５へのエラーコードもしくはエラー内容の
メッセージ表示等、構成の取り方によって限定されない。ここでのエラーは、基本的には
画像形成装置２０用に作成されたデータを取得することになるため、主には機種の違いの
設定でエラーになることが想定される。
【００４９】
　Ｓ８０６でＣＰＵ２０１が、受信したデータが対応するジョブの設定情報であると判定
した場合はＳ８０８に進み、その設定情報の属性が、どの機能を実行するものかどうかを
Ｓ８０８，Ｓ８０９，Ｓ８１０で判定して、それぞれ対応する処理を実行する。
【００５０】
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　Ｓ８０８でＣＰＵ２０１は、ジョブの設定情報の機能属性がコピーかどうかを判定し、
そうであれば図９のＳ９０１へ処理を進める。コピーでないときはＳ８０９に処理を進め
る。Ｓ８０９でスキャン送信であると判定すると図１０のＳ１００１へ処理を進める。ス
キャン送信でないときはＳ８１０に処理を進める。Ｓ８１０でファクシミリであると判定
すると図１１のＳ１１０１へ処理を進める。それ以外の場合はＳ８１１へ処理を進め、そ
の他の設定処理を行う。その他の設定処理についてはＩＰアドレス設定や、ＷｉＦｉのハ
ンドオーバーなどが想定される。工場で行う仕向けごとの設定を一括で実施するような構
成に応用されても良い。設定変更などのその他の処理を実行した後に、この処理を終了す
る。
【００５１】
　図９は、設定情報情報の機能属性がコピーであると判定したときの処理を説明するフロ
ーチャートである。
【００５２】
　Ｓ９０１でＣＰＵ２０１は、図８のフローチャートに従って受信したジョブの設定情報
を解析して、コピー設定を設定情報の通りに書き換える。このとき画像形形成装置２０の
ＵＩ部２５の表示では、ここで設定したコピー機能の画面を表示する。次にＳ９０２に進
みＣＰＵ２０１は、ジョブの設定情報に即実行する属性があるかどうかを判定する。この
「即実行する属性」は、例えば図６（Ｂ）の画面で「タッチして実行」ボタンが押されて
いる場合に設定される。Ｓ９０２で即実行する属性がないと判定するとＳ９０１で設定情
報を設定しただけで、この処理を終了する。
【００５３】
　一方、Ｓ９０２でＣＰＵ２０１が、ジョブの設定情報に即実行の属性があると判定した
ときはＳ９０３に処理を進め、ＣＰＵ２０１は、スキャナ部２４に原稿がセットされてい
るかどうかを判定する。原稿がセットされているかどうかの判定は、ＣＰＵ２０１が、ス
キャナＩ／Ｆ２０７を介して原稿検知センサ２０８からの信号を受け取ることによって判
定する。Ｓ９０３でＣＰＵ２０１が、原稿がセットされていると判定した場合はＳ９０７
へ進み、原稿がセットされていない判定した場合はＳ９０４に進む。Ｓ９０４でＣＰＵ２
０１は、今の状態ではコピーが実行できないのでユーザに原稿のセットを促す表示をＵＩ
部２５に行う。ここでＵＩ部２５が表示器を含まない場合は、ＬＥＤによる紙なし通知の
点灯などの代替の処理でも良い。Ｓ９０５でＣＰＵ２０１は、スキャナ部２４に原稿がセ
ットされるのを待ち、原稿がセットされるとＳ９０６に進む。Ｓ９０６でＣＰＵ２０１は
、ユーザからのコピーの実行開始指示を待つ。ここでユーザが、ＵＩ部２５のスタートボ
タン（不図示）を押下してコピーの開始が指示されるとＳ９０７に進む。
【００５４】
　Ｓ９０７でＣＰＵ２０１は、原稿検知がＡＤＦからか、圧板部からかを判定して、その
後の処理を変更するための分岐を行う。原稿検知がＡＤＦであった場合はＳ９０８に進み
、ＣＰＵ２０１は、原稿のスキャンを指示する。このときＣＰＵ２０１は、スキャナＩ／
Ｆ２０７を介してスキャナ部２４にスキャンの実行指示を行い、またスキャナ部２４から
の原稿の画像データをスキャナＩ／Ｆ２０７を介して受信する。こうして受信した画像デ
ータを一時ＲＡＭ２０３に保持し、その後、画像処理部２０５が、その画像データに画像
処理を実施して印刷用のデータ変換する。そしてＳ９１２へ進みＣＰＵ２０１は、そのデ
ータをプリンタ部２３に出力して印刷する。この印刷処理では、ＣＰＵ２０１が、エンジ
ンＩ／Ｆ２０６を介してプリンタ部２３にＲＡＭ２０２に展開されたデータを送信する。
【００５５】
　一方、Ｓ９０７でＣＰＵ２０１が、原稿検知がＡＤＦではなく圧板部であると判定した
ときはＳ９０９へ処理を進める。Ｓ９０９でＣＰＵ２０１は、原稿のスキャンを実行して
画像データをＲＡＭ２０２に保持する。しかし、その後は直ぐに印刷を開始せずに、次に
読む原稿があるかないかを判定するためにＳ９１１へ処理を進める。Ｓ９１０でＣＰＵ２
０１は、ユーザからのコピーの開始指示を待つ。ここで開始指示があるとＳ９１２に進ん
で印刷処理を実行する。しかしＳ９１０で印刷の開始指示がないときはＳ９１１に進み、
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ＣＰＵ２０１は、次の原稿に差し替えられ続けてスキャンの指示がされたかどうかを判定
する。スキャンが指示されるとＳ９０９に進み、スキャンの指示がないときはＳ９１０に
進む。Ｓ９０９に進むとＣＰＵ２０１は、再度スキャンして読み取った画像データを、前
述の場合と同様に処理して保持する。そして印刷の開始が指示されるまで、これを繰り返
す。こうしてユーザが所望する枚数の原稿のスキャンが完了するとユーザは印刷の開始指
示を行うのでＳ９１２へ移行して、印刷処理が実行される。
【００５６】
　以上が、携帯端末１０から受信したジョブ設定情報の機能属性がコピーであると判定さ
れたときの処理の説明である。尚、このコピー処理では、スキャナ部２４による原稿の読
み取り時、及びプリンタ部２３による印刷処理の際に、携帯端末１０から受信した設定情
報に従った画像処理やレイアウト処理、更には部数の設定などが行われる。
【００５７】
　図１０は、ジョブの設定情報の機能属性がスキャン送信である場合の処理を説明するフ
ローチャートである。
【００５８】
　Ｓ１００１でＣＰＵ２０１は、受信したジョブの設定情報を解析して、スキャン送信の
設定を設定情報の通りに書き換える。このとき画像形形成装置２０のＵＩ部２５の表示器
は、ここで設定したスキャン送信機能を含む画面を表示する。次にＳ１００２に進みＣＰ
Ｕ２０１は、ジョブ設定情報に即実行する属性があるかどうかを判定する。Ｓ１００２で
ＣＰＵ２０１が、即実行を行う属性がないと判定した場合は、Ｓ１００１で設定された状
態のまま、この処理を終了する。このＳ１００２の処理は前述の図９のＳ９０２の処理と
同じである。
【００５９】
　Ｓ１００２でＣＰＵ２０１が、ジョブの設定情報に即実行の属性があると判定した場合
はＳ１００３に進み、ＣＰＵ２０１はスキャナ部２４に原稿がセットされているかどうか
判定する。この判定は、図９のＳ９０３と同様である。Ｓ１００３でＣＰＵ２０１が原稿
がセットされていると判定した場合はＳ１００７へ移行する。一方、Ｓ１００３でＣＰＵ
２０１が原稿がセットされていないと判定した場合はＳ１００４に進み、ユーザに原稿を
セットするように促すためのＵＩをＵＩ部２５に表示する。以下、ユーザに原稿をセット
させる処理Ｓ１００４～Ｓ１００６は、前述の図９のＳ９０４～Ｓ９０６と同様であるた
め、その説明を省略する。またＳ１００７～Ｓ１０１１のＡＤＦ原稿の検知、圧板部に置
かれた原稿のスキャン処理も、図９のＳ９０７～Ｓ９１１と同様であるため、その説明を
省略する。以上の操作で、スキャン送信実行の準備が整うと、Ｓ１０１２以降のステップ
に移行する。
【００６０】
　Ｓ１０１２，Ｓ１０１３，Ｓ１０１４，Ｓ１０１５で、スキャン送信の送信プロトコル
（メール形式、Ｉ－ＦＡＸ形式、ファイル送信形式、ストレージへの保存形式）による処
理の分岐を行う。Ｓ１０１２でＣＰＵ２０１が、送信が電子メール形式かどうかを判定し
、電子メール形式であればＳ１０１６に進む。Ｓ１０１６でＣＰＵ２０１は、スキャンに
より得られた画像データをジョブの設定情報にあるフォーマット（ＰＤＦ、ＪＰＥＧ、Ｔ
ＩＦＦ、ＸＰＳ等）に画像処理部２０５で変換する。そして、その変換した画像データを
添付ファイルメールとして、ジョブの設定情報に含まれる宛先（メールアドレス等）に、
ネットワークＩ／Ｆ２１３を通じて送信して、この処理を終了する。
【００６１】
　一方、Ｓ１０１２でＣＰＵ２０１が電子メール形式でないと判定するとＳ１０１３に進
み、ＣＰＵ２０１は、送信がＩ－ＦＡＸかどうかを判定し、そうであればＳ１０１７に進
む。Ｓ１０１７でＣＰＵ２０１は、スキャンにより得られた画像データをジョブの設定情
報に含まれる宛先にＩ－ＦＡＸで送信して、この処理を終了する。
【００６２】
　またＳ１０１３でＣＰＵ２０１がＩ－ＦＡＸでないと判定するとＳ１０１４に進み、Ｃ
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ＰＵ２０１は、送信がファイル送信形式かどうかを判定する。そうであればＳ１０１８に
進み、スキャンにより得られた画像データをジョブの設定情報に含まれるフォーマット（
ＰＤＦ、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ、ＸＰＳ等）に画像処理部２０５で変換する。そして、その
変換した画像データを宛先（ファイルパス、ＵＲＬ、ＩＰアドレス等）の場所にアクセス
して格納する。このとき宛先がＷＥＢＤＡＶやＳＭＢプロトコルで公開されたサーバの場
合は、それらにアクセスするためのログイン情報（ＩＤ、パスワードもしくはＡｕｔｈｏ
ｒｉｚｅ情報）も設定してアクセスして格納して、この処理を終了する。
【００６３】
　またＳ１０１４でファイル送信形式でないときはＳ１０１５に進みＣＰＵ２０１は、ス
トレージへの保存形式かどうかを判定する。そうであればＳ１０１９に進むが、そうでな
いときはこの処理を終了する。Ｓ１０１９でＣＰＵ２０１は、スキャンにより得られた画
像データをジョブの設定情報に含まれるフォーマット（ＰＤＦ、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ、Ｘ
ＰＳ等）に画像処理部２０５で変換する。そして、その変換した画像データを宛先（ファ
イルパス、ＵＲＬ、ＩＰアドレス等）の場所にアクセスして格納し、この処理を終了する
。
【００６４】
　以上が、携帯端末１０から受信したジョブ設定情報の機能属性がスキャン送信である場
合の処理フローである。
【００６５】
　図１１は、ジョブ設定情報の機能属性がファックス送信である場合の処理を示すフロー
チャートである。
【００６６】
　Ｓ１１０１でＣＰＵ２０１は、受信したジョブの設定情報を解析して、ファックス設定
を設定情報の通りに書き換える。画像形形成装置２０のＵＩ部２５の表示器には、ここで
設定した設定情報に従ったスキャン送信機能の画面を表示する。続いてＳ１１０２に進み
ＣＰＵ２０１は、図９のＳ９０２と同様に、ジョブの設定情報に即実行する属性があるか
どうかを判定する。Ｓ１１０２でＣＰＵ２０１が、即実行する属性がないと判定した場合
は、Ｓ１１０１で設定された状態のまま終了する。
【００６７】
　一方、Ｓ１１０２でＣＰＵ２０１が、ジョブの設定情報に即実行する属性があると判定
した場合はＳ１１０３に進み、図９のＳ９０３と同様に、スキャナ部２４に原稿がセット
されているかどうか判定する。原稿がセットされているかどうかの判定は、図９で説明し
たのと同様である。Ｓ１１０３で原稿がセットされていると判定した場合はＳ１１０７へ
移行する。Ｓ１１０３で原稿がセットされていないと判定した場合はＳ１１０４に進み、
スキャンして送信が実行できないのでユーザに原稿をセットするように促す画面をＵＩ部
２５に表示する。以下、ユーザに原稿をセットさせる処理、Ｓ１１０４～１１０６の処理
は、図９のＳ９０４～Ｓ９０６と同様であるため、その説明を省略する。またＳ１１０７
～Ｓ１１０９のＡＤＦの原稿検知及び圧板部に置かれた原稿のスキャン処理も、図９のＳ
９０７～Ｓ９０９と同様であるため、その説明を省略する。Ｓ１１０７でＡＤＦに原稿が
セットされているときはＳ１１０８に進み、スキャナ部２４によりその原稿をスキャンし
て、その画像データを記憶してＳ１１１２に進む。またＳ１１１０でＣＰＵ２０１は、Ｆ
ＡＸ送信が指示されたかどうかを判定し、指示されたときはＳ１１１２に進む。Ｓ１１１
２でＣＰＵ２０１は、スキャンにより得られた画像データをジョブの設定情報に従って、
ＦＡＸ送信用に画像処理部２０５で変換する。そして、その変換した画像データを、ジョ
ブの設定情報にに含まれる宛先（ＴＥＬ番号）に、ＦＡＸＩ／Ｆ２１４を通じて送信する
。
【００６８】
　以上が、携帯端末１０から受信したジョブの設定情報の機能属性がファックス送信であ
る場合の処理フローである。
【００６９】
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　以上説明したように本実施形態１によれば、携帯端末１０の記憶領域に、画像形成装置
連携アプリで予め設定したジョブの設定情報を格納しておく。そして、その携帯端末１０
を、対象となる画像形成装置にタッチすることにより、その設定情報を画像形成装置に設
定するとともに、そのジョブの実行をその画像形成装置に指示することができる。
【００７０】
　また、携帯端末１０の記憶領域に、複数の機種の画像形成装置のジョブの設定情報を記
憶しておくことにより、自分のオフィスに留まらず移動先の画像形成装置でも、その画像
形成装置に設定情報を設定してジョブを実行させることができる。
【００７１】
　このように本実施形態１によれば、ユーザは対象機器に実行させたい機能の設定情報を
登録した携帯端末を持ち歩き、先々で画像形成装置にタッチをするだけでその画像形成装
置に所望の設定情報を設定して、所望の機能を実行させることができる。
【００７２】
　［実施形態２］
　次に本発明に係る実施形態２について説明する。尚、実施形態２に係る携帯端末１０及
び画像形成装置２０の構成は、前述の実施形態１と同様であるため、その説明を省略する
。
【００７３】
　実施形態２では、画像形成装置２０が持つ非接触無線コントローラ２１１と非接触無線
通信部２２から構成される非接触無線通信ユニットが、ＮＦＣリーダ／ライタでなくＮＦ
Ｃタグで置き換えられた構成の場合で説明する。
【００７４】
　図１２は、本実施形態２に係る携帯端末１０と画像形成装置２０とが非接触無線通信を
行って通信を確立し、更にハンドオーバーと呼ばれる別の無線通信経路に切り替える処理
を行う一連の手順を説明するシーケンス図である。ここでは、前述の通り画像形成装置２
０の非接触無線通信ユニットがＮＦＣタグであるときの例を示す。携帯端末１０の非接触
無線通信ユニット１１４は、実施形態１と同様にＮＦＣリーダ／ライタである。携帯端末
１０から予めＮＦＣタグに格納された設定情報を読み出して接続するＳｔａｉｃ　Ｈａｎ
ｄｏｖｅｒという方式を用いる。
【００７５】
　Ｓ１２０１では、図４の説明とは逆に、携帯端末１０の非接触無線通信部１２が、Ｐｏ
ｌｌｉｎｇコマンドを画像形成装置２０の非接触無線通信部２２に送信する。次にＳ１２
０２で、画像形成装置２０の非接触無線通信部２２はＮＦＣタグとしているため能動的に
電波を出せない。このため携帯端末１０が発生した電波でＮＦＣタグを起動する。そして
Ｓ１２０３で、画像形成装置２０はＮＦＣタグ内の負荷を変動させてＲｅｓｐｏｎｓｅの
データを送信する。このときハンドオーバーに使用するＮＦＣタグが持つ記憶領域のＩＰ
アドレスやセキュリティキーが送信される。以上のステップでＮＦＣ通信によって、携帯
端末１０が画像形成装置２０へアクセスするための、ＩＰアドレスの取得が完了する。
【００７６】
　こうして画像形成装置２０のＩＰアドレスやセキュリティキーを取得した携帯端末１０
は、それらを一旦ＲＡＭ１０２等に格納しておく。次に、近距離無線通信部１１を介して
Ｗｉ－Ｆｉによる通信の接続を行う。Ｓ１２０４で、携帯端末１０の近距離無線コントロ
ーラ１１０が近距離無線通信部１１を介して、先ほどＲＡＭ１０２に格納したＩＰアドレ
スやセキュリティキーを用いて画像形成装置２０に対してハンドオーバーの要求を行う。
次にＳ１２０５で、画像形成装置２０の近距離無線通信部２１を介して、近距離無線コン
トローラ２０９は携帯端末１０からの接続要求を検知して認証処理を行う。
【００７７】
　以上が、ＮＦＣ通信を用いた実施形態２におけるハンドオーバー処理の制御手順である
。このハンドオーバー処理は、便宜上、携帯端末１０を画像形成装置２０にタッチして行
うが、ＩＰアドレスやセキュリティキーをユーザが知っていれば携帯端末１０を操作して
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手動設定することも可能である。
【００７８】
　次に、実施形態２に係る携帯端末１０の処理を説明する。
【００７９】
　基本的にはＮＦＣで送信していたものが、Ｗｉ－Ｆｉに切り替わった処理になる。従っ
て、処理の経路が変わるものの内容が同様のものは説明を省略する。まず、画像形成装置
連携アプリによるジョブ設定情報の格納までの処理については、前述の図５、図６の説明
と同様であるので省略する。
【００８０】
　図１３は、実施形態２に係る携帯端末１０が非接触無線通信によってＩＰアドレスとセ
キュリティキーを取得した後、近距離無線通信に切り替えてジョブ設定情報を送信する処
理を説明するフローチャートである。このフローチャートで示す処理は、携帯端末１０の
コントローラ１００のＲＯＭ１０３或いは記憶部１０４に格納されたプログラムをＲＡＭ
１０２に展開した後、そのプログラムをＣＰＵ１０１が実行することで実現される。
【００８１】
　まずＳ１３０１でＣＰＵ１０１は、携帯端末１０が非接触無線をサポートした装置に近
づけられたかどうか、即ち、タッチされたかどうかを判定する。近づけられたと判定する
とＳ１３０２に進み、携帯端末１０は、その対象機器と非接触無線通信を行う。本実施形
態２では、非接触無線通信はＮＦＣ通信であるとする。実施形態２におけるＮＦＣ通信の
確立は、上述の図１２を参照して説明した通りである。Ｓ１３０２では、図１２のＳ１２
０２，Ｓ１２０３の処理により、画像形成装置２０からＩＰアドレスやセキュリティキー
を取得し、それらをＲＡＭ１０３等に格納しておく。次にＳ１３０３に進みＣＰＵ１０１
は、図１２のＳ１２０４と同様に、Ｓ１３０２で取得したＩＰアドレスやセキュリティキ
ーを用いて画像形成装置２０に対してハンドオーバーの要求を行い、画像形成装置２０と
のＷｉ－Ｆｉ接続を確立する。こうしてＷｉ－Ｆｉ接続を確立した後、Ｓ１３０４に進む
。
【００８２】
　Ｓ１３０４でＣＰＵ１０１は、前述の記憶領域にジョブの設定情報が記録されているか
どうかを判定する。ここで記憶されているときはＳ１３０５に進むが、そうでないときは
Ｓ１３０６に進む。Ｓ１３０５でＣＰＵ１０１は、その記憶領域に保存されているジョブ
の設定情報を、近距離無線通信部１１を介して画像形成装置２０に送信してＳ１３０６に
進む。Ｓ１３０６でＣＰＵ１０１は、Ｗｉ－Ｆｉ通信の終了処理を行って、この処理を終
了する。
【００８３】
　以上の処理を実施することで、実施形態１と同様に、携帯端末１０の記憶領域に保存さ
れたジョブの設定情報を、その携帯端末１０を画像形成装置にタッチするだけで、その画
像形成装置に送信して設定することができる。
【００８４】
　図１４は、実施形態２に係る画像形成装置２０が非接触無線通信を確立してジョブの設
定情報を受信し、そのジョブを実行する処理を説明するフローチャートである。このフロ
ーチャートで示す処理は、画像形成装置２０のコントローラ２００のＲＯＭ２０３或いは
記憶部２０４に格納されたプログラムをＲＡＭ２０２に展開した後、そのプログラムをＣ
ＰＵ２０１が実行することで実現される。ハンドオーバーのためのＮＦＣタグの起動や、
ＩＰアドレスやセキュリティキーの送信に関しては、携帯端末１０の非接触無線通信部１
２が発する電波によって自動で起動して送信するので、このフローチャートの処理には含
まれない。
【００８５】
　先ずＳ１４０１でＣＰＵ２０１は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｉ／Ｆを持つ外部機器からＷｉ－Ｆｉ
接続の要求があるか判定する。ここでは外部機器は携帯端末１０とする。Ｗｉ－Ｆｉの接
続要求があった場合はＳ１４０２にッ済みＣＰＵ２０１は、ＩＰアドレスやセキュリティ
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れた場合はＳ１４０３に処理を進め、接続認証がされなかった場合は、この処理を終了す
る。
【００８６】
　Ｓ１４０３でＣＰＵ２０１は、携帯端末１０と近距離無線通信による接続を確立し、非
接触無線通信部２１と非接触無線コントローラ２０９を介してデータを受信し、そのデー
タをＲＡＭ２０２に格納する。こうして近距離無線通信によるデータの受信が完了すると
Ｓ１４０４でＷｉ－Ｆｉ通信の終了処理を行う。そして、これ以降の処理は、外部装置と
の通信は関与せず、前述の図８～図１１のフローチャートで示す処理と同様となるため、
図８と参照番号を同じにして、それらの処理の説明を省略する。
【００８７】
　以上説明したように本実施形態２によれば、ＮＦＣリーダ／ライタでなく、ＮＦＣタグ
で置き換えられた価格を抑えた画像形成装置であっても、ハンドオーバー機能を実施する
ことで、見掛け上、前述の実施形態１と同様の処理を行うことができる。
【００８８】
　（その他の実施形態）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣ
ＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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